
＊令和３年４月 18 日開催の令和３年度第１回理事会（オンライン）において、「次世代育

成ＷＧ（臨時委員会）」の設置が決定されました。概要は以下の通りになります。 

 

「次世代育成ＷＧ（臨時委員会）」の設置について 

                      

１．目的 

今後の学会運営おける次世代育成の具体的な在り方について検討し、「報告書」として

まとめた上で会長に提出する。会長は、「報告書」を理事会に提出した上で、理事会の

審議事項とすべき内容について提案する。なお、「報告書」は、原則として「会報」、Ｈ

Ｐ等で公表する。 

 

２．設置根拠 

「日本道徳教育学会会則」第 23条細則 4（4）の規定「本会の運営上必要が生じた場合、

常設の委員会以外に委員会を設けることができる」に基づく。なお、同細則４（5）に

基づき、「委員の任命は理事会の承認を経て、会長が委嘱する」こととする。 

  ＊理事会との連絡調整のため、事務局長がオブザーバーとして参加する。 

 

３．任期：2021年 4月 18日～2021年 9月末日までとする。 

（「報告書」の提出を以て委員会を解散する） 

４．委員（敬称略・50音順） 

委員長 ：走井 洋一（評議員・編集委員） 

副委員長：木下 美紀（評議員・編集委員）     

委員  ：荒木 寿友  

委員  ：尾崎 正美 

委員  ：川久保 剛 

委員  ：佐々木篤史  

委員  ：醍醐 身奈  

委員  ：野瀬 めぐみ  

委員  ：野村 宏行  

委員  ：萩野 奈幹 

委員  ：藤永 啓吾  

委員  ：椋木 香子 

委員  ：山田真由美  

 

オブザーバー 

〇貝塚茂樹（事務局長） 


